
期日 令和３年１１月１日（月）・８日（月）

会場 愛知県自治研修所４階視聴覚室

講師 弁護士法人　公園通法律事務所

弁護士　瀧　康暢

　・公債権・私債権の区分と、区分の目的 　・納付交渉による債権の回収

　・職務を怠って回収不能・時効消滅させたときの責任 　　　納付交渉の手法、債権管理台帳の作成、分納誓約書の在り方

　・債権の棚卸し 　・相続が発生した場合の債権管理・回収

債権の発生及び存在の確認 　・連帯保証人・日常家事債務

法的に回収が可能かどうかの検討 　・債権管理条例、専決（決議）条例の必要性

時効管理と時効債権の取扱い 　・各自治体の取り組み・情報共有

　・訴訟手続きを利用した債権の回収 　・即決和解・民事調停の活用法

　　　裁判所手続きに移行する要件とタイミング 　・滞納者の資産調査の方法

　　　債権の種類に応じた訴訟手続きの選択 　・生活困窮者等に対する徴収停止及び債権放棄

　・支払督促申立書の作成の方法

　・生活再建型滞納整理

※午前の内容が午後に、午後の内容が午前になる場合もあります。

令和３年度　市町村職員　税外債権徴収事務研修　日程表
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  の基準と運用実態


